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平成２６年第２回大曲仙北広域市町村圏組合議会定例会会議録

平成２６年１１月２１日第２回大曲仙北広域市町村圏組合議会定例会を大仙美郷クリーンセン
ター第１会議室に招集した。

１．平成２６年１１月２１日（金）午後３時３０分 開会
１．平成２６年１１月２１日（金）午後４時２５分 閉会

１．出席した議員は次のとおりである。
１番 橋村 誠 ２番 高橋敏英 ３番 青柳宗五郎 ４番 髙橋 猛
５番 渡邊秀俊 ６番 橋本五郎 ７番 阿部則比古 ８番 伊藤福章
９番 大野忠夫 １０番 鎌田 正 １１番 安藤 武 １２番 澁谷俊二

１３番 大山利吉 １４番 佐藤文子 １５番 八栁良太郎 １６番 熊谷隆一
計 １６名

１．欠席した議員は次のとおりである。
計 ０名

１．遅刻した議員は次のとおりである。
計 ０名

１．地方自治法第１２１条の規定により会議に出席した者は、次のとおりである。
管理者 栗林次美 副管理者 門脇光浩 副管理者 松田知己
副管理者 元吉峯夫 監査委員 坂本昇一 消防長 三浦肇 事務局長 堂本義則
消防次長 菅原一男 大曲消防署長 荒川康紀 角館消防署長 齋藤榮二
消防本部総務課長 森川正明 介護保険事務所長 藤井直樹 管理課長 伊藤忠彦
介護保険事務所副参事 久米正 管理課主査 九島芳謙 管理課主席主査 奈良ルミ子

１．会議の書記は、次のとおりである。 管理課 奈良ルミ子

１．本会議に提出した議案は、次のとおりである。
（１）議案第18号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

（２）議案第19号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する

条例の制定について

（３）議案第20号 平成２６年度大曲仙北広域市町村圏組合一般会計補正予算（第１号）

（４）議案第21号 平成２６年度大曲仙北広域介護保険特別会計補正予算（第２号）

（５）議案第22号 平成２５年度決算の認定について
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議 長 （橋村誠君）

これより平成２６年第２回大曲仙北広域市町村圏組合議会定例会を開会いたしま

す。管理者から招集の挨拶があります。

管理者 （栗林次美君）

はい。

本日、平成２６年第２回大曲仙北広域市町村圏組合議会定例会を招集いたしました

ところ、議員各位におかれましてはご参集をいただきまして、誠にありがとうござい

ます。

今次定例会でご審議をお願いいたします案件は、条例案２件、補正予算２件及び平

成２５年度決算認定１件の合計５件であります。

この後、各案件につきまして事務局に説明させますが、よろしくご審議のうえ、ご

承認並びに認定賜りますようお願いを申し上げます。

なお、この場をお借りいたしまして、当組合の諸般の状況並びに本年度主要事業の

進捗状況についてご報告させていただきたいと存じますが、その前に、消防職員の不

祥事に対するお詫びと介護保険事業所の行政処分についてご報告させていただきま

す。

はじめに、去る７月２１日早朝に「酒気帯び運転」で検挙された消防士につきまし

ては、議員の皆様をはじめ、圏域住民の皆様並びに関係各位に対し、多大なご迷惑を

おかけいたしましたことに深くお詫びを申し上げたいと存じます。

本人は、秋田県消防学校初任科教育に入校中で、６カ月間の条件附採用期間中であ

ったことから地方公務員法並びに当組合条例の規定に基づき、「懲戒免職処分」とし

ております。また、管理監督責任をとり、消防長以下幹部職員３名を訓告及び厳重注

意処分としております。

今後は二度と、このようなことがないよう、職員の指導・教育を徹底してまいりま

すので、引き続きご指導を賜りますようお願いを申し上げます。

次に、１０月１０日に西分署において行われた訓練に参加する消防職員が、大仙市

南外地内において、前方不注意から対向車線にはみ出し、南外衛生社のバキュームカ

ーと右側面を接触させる事故を起こしております。相手方車両の危険回避により、重

大な事故にはならなかったものの、相手方に多大な損害を与えたことから、本人を「厳

重注意処分」とし、今後は徹底して安全運転を心がけ職務にあたるよう注意しており

ます。

次に、当組合が指定権者である「指定地域密着型サービス事業者」について、初め

てとなる行政処分を行っております。処分を受けた事業所は、大仙市大曲地内にあり

ます「おうようかん介護センター」であります。処分の対象となる行為は「虚偽の答

弁」と「運営基準違反」であり、平成２６年９月１日から１１月３０日までの３カ月

間、新規利用者の受入を停止しております。

次に、秋田県が指定権者である仙北市田沢湖地内にあります「特定非営利活動法人

ＮＰＯののはな」が経営する訪問介護事業所は、９月５日付けで指定取消の処分を受

けております。処分の対象となる行為は「実態のないサービス提供」や「ヘルパーが
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同一時間帯に２人以上の利用者にサービスを提供した」というものであります。利用

者は既に外の事業所のサービスを受けるなどして、介護サービスは滞ることなく継続

されております。

介護報酬の不正請求に関しては返還手続を行っており、不正請求の金額及び件数に

つきましては、お手元に資料を配付しておりますので、後程ご覧になっていただきた

いと存じます。

県が過去に行った行政処分は全て当広域圏域内であり、誠に残念なことであります。

介護保険事務所では、管内の事業所に対して法令遵守の徹底を通知したほか、経営者

・管理者等に対して経営上のモラルや適切な事務処理等について各種研修会を通じ

て、再発防止に努めております。

それでは、本年度主要事業の報告をいたします。

はじめに、消防関係についてであります。

去る６月３０日開催の議会臨時会において議決をいただきました車両の更新につい

てでありますが、中仙分署配備の高規格準拠救急自動車につきましては、１１月１０

日に納車となり運用を開始しております。また、大曲消防署配備の救助工作車につき

ましては、３月中に納車予定となっております。

次に、５月７日から運用を開始している救急ワークステーションについてでありま

すが、６カ月間の試行運用が終了し、１１月１０日から本格運用を開始しております。

試行期間中における大曲厚生医療センターからの救急自動車の出動件数は、１７０件

となっております。また、救急救命士に義務づけられている病院実習は、一日約４件

行われており、医師の指導のもと、救急処置に関する実習を行い、患者への処置や対

応に関しても検証をしていただき、派遣救急隊全体の救急処置技術の向上が図られて

おります。

次に、来年度採用の消防職員についてでありますが、上級職は７月２７日に、初級

職は９月２１日に１次試験を実施し、２次試験を上級職は８月２７日・２８日に、初

級職は１０月２３日・２４日の両日にそれぞれ実施しております。最終合格者は、上

級職は９月１２日に、初級職は１１月７日に発表しております。来年度採用候補者の

登録者数は、上級職５名、初級職８名、初級救命２名の合計１５名であり、出身市町

別では、大仙市８名、仙北市５名、秋田県内２名となっております。

次に、８月２７日に広島で開催予定でありました全国消防救助技術大会につきまし

ては、当消防本部から東北支部大会を勝ち抜いた５名の救助隊員が「引上救助」の部

に出場予定でありましたが、８月２０日に広島市で発生した土石流災害の対応のため、

大会が中止となっております。

次に、斎場関係についてであります。

法改正により義務づけられた高精度液面計設置工事につきましては、９月上旬に北

部斎場灯油地下タンクに、金額１１３万４千円で工事を行っております。

また、同じく北部斎場の経年劣化した屋根の全面張り替え工事につきましては、９

月２５日に仙北市内の建築一式工事格付けＡ等級の３社による指名競争入札を執行

し、株式会社瀧神巧業と４４８万２千円で契約を締結しております。工期は１１月３



- 4 -

０日までとしておりますが、作業は既に完了しております。

次に、新火葬場建設工事についてであります。これまでに業者との打合せを１３回

実施しており、設備関係の収まり等の確認や内外装の材質や色調等の選定を行ってお

ります。現在は主に躯体のコンクリート工事が行われておりますが、１０月時点で当

初の計画工程から約４週間の遅れが発生しており、業者から１０月２８日付けで工期

延長願いが出されております。工期延長の理由としましては、工事開始当初の土工事

において想定以上に硬質な地盤の掘削工事に１０日程の遅れが発生したこと、また躯

体工事において職人不足が重なり、県内外へ声かけしたものの未だ震災復興事業の影

響による東北管内の全体的な労働力不足により人員の補充ができなかったこと等か

ら、１０月時点で約１カ月の遅れが発生したものであります。これにより、今後の外

構工事の施工時期が冬季となれば、例年の気象状況や降雪量を考慮すると悪条件下で

の施工となるため、工事内容の施工面や品質面を考慮し、完成工期を平成２７年３月

２０日から４月３０日まで４１日間延長したいと請求があったもので、これを了承し

ております。これに伴って、建設工事に係る工事監理業務委託、設計監理業務委託の

履行期間及び火葬炉設備工事の工期についても延長のための手続を行っております。

工事完成後には完成検査、備品類の搬入、設備の技術習得等に時間を要するため、

竣工式を５月下旬に開催し、供用開始は平成２７年６月１日を目処に準備を進めてま

いりたいと考えております。

なお、お手元に配付しております写真は、１０月末時点の工事進捗状況であります。

後程ご覧になっていただきたいと思います。

次に、介護保険関係についてであります。

平成２６年８月分データによる管内６５歳以上の第１号被保険者は、４万６千８７

人であり、要介護認定者は９千８０９人、サービス利用者は８千１９７人、給付額は

約１２億３千８００万円となっており、前年同月比で給付額は約４千４００万円、率

にして３．７％増加しております。増加の主な要因はショートスティ利用者の増によ

るものであり、増加分の約６０％を占める２千６００万円となっております。

次に、介護保険制度の改正についてであります。

本年６月１８日、医療法と介護保険法の改正を一体化した「地域における医療・介

護総合確保推進法」が成立し、これに伴い介護保険制度は平成２７年度から改正され

ることとなります。今回の改正は、医療・介護等の連携のもと、高齢者が住み慣れた

地域で安心した生活ができることを目指す「地域包括ケアシステム」という考えに基

づく介護サービスや日常生活支援体制の整備充実及び費用負担の公平化などを目的と

しております。

改正される主なものは、社会保障と税の一体改革の中で、低所得者には、より一層

の保険料の軽減を図るほか、一定以上の収入のある方々のサービス利用料を現在の１

割負担から２割負担に引上げ、加えて施設利用の際の居住費や食費の軽減基準を強化

し、特別養護老人ホーム利用の入所基準を原則要介護３以上にするなどの内容となっ

ております。

次に、第６期介護保険事業計画策定についてであります。
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９月１日付けで第６期介護保険事業計画策定委員を１８名任命し、第１回目の策定

委員会を９月５日に開催、事業計画の趣旨、事業状況報告、制度改正案などについて

ご意見をいただいております。

この後、第６期介護保険料額が決定される平成２７年第１回の組合議会定例会に向

けて、特別養護老人ホームやグループホームなどの施設整備計画や低所得者対策、地

域支援事業においては新しい介護予防・日常生活支援総合事業の開始時期等について

構成市町と協議を重ね、１２月と来年１月に策定委員会を開催し、ご意見ご助言をい

ただきながら、最終調整をする予定で進めてまいります。

最後に、社会福祉法人水交会関係についてであります。

平成２５年４月に当組合から水交会へ事業移管した「かわ舟の里角間川」でありま

すが、築３３年が経過し、施設の老朽化が著しいことから、改築事業を進めることで

皆様にはご説明しております。

大仙市の遊休地である旧市立大曲病院跡地への建設が可能かどうか、去る７月１７

日と９月１２日に住民説明会を行っておりますが、アクセス道路の拡幅に伴う地権者

の同意や近隣住民の方々の理解や協力を得ることが難しいと判断し、病院跡地への移

転計画を断念いたしました。

現在グラウンドとして使用している現施設の隣接地は、軟弱地盤を心配しておりま

したが、現施設建設時の地盤調査報告書や専門業者の現地踏査と意見を伺った結果、

比較的安定した状況であり、地盤沈下対策を十分にとることで建設が可能であるとの

感触を得ましたので、これまでと同様、町内会等との良好な協力関係が継続でき、ま

た、特別養護老人ホームなど福祉関係施設との連携も保てることから、隣接地への改

築を決定したところであります。

今後は、平成２９年度の建築工事に向けて、当組合としてもサポートしていきたい

と考えております。

以上、主要事業の進捗状況並びに諸般の状況をご報告申し上げましたが、今後とも

圏域住民並びに議員各位のご理解とご支援を賜りますようお願いを申し上げまして、

招集の挨拶とさせていただきます。

議 長 （橋村誠君）

これより本日の会議を開きます。

出席議員は、定足数に達しております。

本日の議事は「日程第１号」をもって進めます。

日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。

会議録署名議員は、会議規則第６７条の規定により、議長において、１４番 佐藤

文子君、１５番 八栁良太郎君、１６番 熊谷隆一君を指名いたします。

日程第２「会期の決定」を議題といたします。

今期定例会の会期は、本日１日といたしたいと思いますが、これにご異議ありませ

んか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって、会期は本日１日と決定いたしました。
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日程第３「議長報告」

「平成２６年度例月出納検査結果報告書」が監査委員から提出されましたので、こ

れを別添お手元に配付のとおり報告いたします。

日程第４「一般質問」を行います。

質問を許します。１４番、佐藤文子君。

議 員 （佐藤文子君）

はい、議長。

議 長 （橋村誠君）

はい、１４番。

議 員 （佐藤文子君）

私はまず第６期介護保険事業計画にあたって２点を質問したいと思います。

最初に１号被保険者介護保険料の引下げを求める立場から質問いたします。

来年から第６期介護保険事業計画が始まるわけですけれども、介護保険料は介護給

付費と準備基金を活用し住民負担軽減を図るようにとの監査委員の２５年度決算にお

ける監査委員の意見のとおりに是非とも引下げるべきというわけでありますけれど

も、６期計画での保険料はどのようになるのか合わせて見解を伺いたいと思います。

二つ目には、特別養護老人ホームの増設について求めたいと思います。

介護サービス給付費は２５年度決算では２４年度の決算よりも約８億円の増となっ

ておりまして、増額分の９割が居宅介護サービスと地域密着型給付費の増で占めてい

るわけであります。これの背景にはショートスティ施設やグループホーム等の利用の

増加が考えられますけれども、特別養護老人ホームへの入所希望者の方々が、特養が

ないためにその受け皿となっているというふうにそういったケースが以前として増え

ているのではないかと考えます。このことは絶対的に特別養護老人ホームが足りない

というふうなことなんじゃないかと思いますので、第６期介護保険事業計画におきま

しては特別養護老人ホームの増床、施設増、是非とも検討してほしいと思うわけであ

りますけれども、現在の特別養護老人ホームの待機者の数と合わせて見解を伺いたい

と思います。２点、よろしくお願いいたします。

議 長 （橋村誠君）

答弁を求めます。藤井介護保険事務所長。

介護所長 （藤井直樹君）

はい、議長。

議 長 （橋村誠君）

はい、所長。

介護所長 （藤井直樹君）

それでは佐藤文子議員のご質問にお答え致します。

平成２７年度から平成２９年度までの３カ年にわたる第６期介護保険事業計画につ

いて現在策定作業中でありますが、医療法と介護保険法の改正を一体化した「地域に

おける医療・介護総合確保推進法」によって、介護保険では「地域包括ケアシステム」

の構築のため「在宅医療・介護連携の推進」、「認知症施策の推進」「生活支援サービ
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スの整備」等に取り組み、後期高齢者が増加する２０２５年のサービス水準や給付費

を見据え、保険料水準等を策定することとなります。

佐藤議員の一つ目の質問にあります、第６期の保険料基準額についてであります。

保険給付額は、高齢者数の増加に伴い要介護、要支援者の増加、サービス基盤の整備

による利用数量の増加で年々増加しております。第６期介護保険事業計画では、第１

号被保険者の負担割合の増加を１％、計画期間内の施設整備等の見込みや新たな日常

生活支援総合事業にかかる費用等を加味した上で、３年間の給付見込額を推計し、保

険料額を決定することとなり、現時点では２７年４月からの報酬改定額が未定であり、

今後様々な要素により変動することが予想されますが、現行の５千８８０円を上回る

と思っております。しかし、議員のご意見のとおり介護給付費等準備基金の取崩によ

り、可能な限り増加分を圧縮し、保険料の軽減を図って参りたいと考えております。

また、この準備基金の取崩に関しましては、この後１２月と１月に開催する介護保

険事業計画策定委員会でご意見とご助言を頂きながら最終調整し、進めて参りたいと

考えております。

次に、二つ目のご質問であります、特別養護老人ホームの待機者数と第６期介護保

険事業計画における特養の増床数についてであります。

はじめに、議員からご指摘のありました「平成２５年度の給付費が前年度比較でシ

ョートスティ、グループホームの伸びが大きく、特養入所希望者の受け皿となってい

ないか」ということでありますが、グループホームに関しては、第５期計画で美郷町

に１８床のグループホームを新設したことによる増額分で、ショートスティにつきま

しては、平成２３年度下半期に約２００床増床し、この利用が２４年度、２５年度と

大きく伸びたことにより、給付費が増額となったものであり、全てが特養待機者と関

連があるものではないと考えております。

次に秋田県が調査しております「介護保険施設入所申込者数調べ」平成２６年４月

１日現在のデータによりますと、当圏域の特養の待機者は７４７人で、うち介護度の

重い４・５の方々は、４０２人であり、前年度から全体では６６人、うち重度者は２

０人増加しております。

今現在ショートスティやグループホーム、介護付きや住宅型の有料老人ホーム等に

入所、又は利用されている方の中には、特養への入所を望んでいる方もいると思って

おります。

このようなことから、構成市町と介護保険サービスの全体量や施設整備と保険料増

額の相関関係も検討したうえで、第６期中に特別養護老人ホームを６０床増床し、待

機者の要望に応えて参りたいと考えております。以上でございます。

議 長 （橋村誠君）

再質問はありませんか。

議 員 （佐藤文子君）

はい、議長。

議 長 （橋村誠君）

はい、１４番。
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議 員 （佐藤文子君）

一番目の問題では、上回ると、これまでよりも第５期よりも介護保険料が上回る可

能性が高いというような答弁でありまして、増加幅を少しでも圧縮するために基金取

崩を検討していきたいというような話でしたけれども、いずれ、高齢者のみなさまの

年金受給額が非常に下がってきているというふうなこと、それから消費税増税に伴う

出費の影響等もありまして高齢者の所得が悪化しているというふうな状況から見て、

これ以上の保険料の値上げということは極力避けていただきたいというふうなこと

で、増加幅を圧縮するという立場よりも、是非とも基準額を引下げる立場で検討して

いただきたいということをお願いしたいと思います。

二番目の方は、特別養護老人ホームに入りたいという方々、経済的事情あるいは介

護付き高齢者住宅等への入所者の中には、お金のある方々はそういった所の利用も可

能であるわけでありますけれども、やっぱり特養の利用が非常に金銭的にも助かると

いうふうなこと、それから、ショートスティの利用料が特養に入るよりもなお安くで

きるというようなこともあって、結局このショートスティがどんどんどんどんできて

いくというふうなことのようでありますけれども、いずれそうした重度の介護者の方

々が経済的な事情から入りたくても入れない、そうした状況を少しでも改善していく

ということで、特養が絶対的に足りないという認識を私は変わらず持っているわけで

ありますけれども、是非ともそうした方向で検討していただきたいというものだなと

要望としてお願いしておきます。答弁はよろしいです。

議 長 （橋村誠君）

答弁はいいですか。

議 員 （佐藤文子君）

よろしいです。

議 長 （橋村誠君）

わかりました。

これにて、質問を終わります。

日程第５「議案第１８号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について」

日程第６「議案第１９号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

の一部を改正する条例の制定について」の２件を一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。堂本事務局長。

事務局長 （堂本義則君）

はい、議長。

議 長 （橋村誠君）

はい、局長。

事務局長 （堂本義則君）

それでは、議案第１８号と議案第１９号を一括してご説明申し上げます。

議案説明資料を合わせてご覧いただきたいと思います。

はじめに、「議案第１８号一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
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の制定について」をご説明申し上げます。

本案は、平成２６年度人事院勧告に基づき、給料表・通勤手当・勤勉手当・地域手

当・単身赴任手当の改定を行うものであります。

はじめに給料表の改定についてであります。

平成２６年度改定として、民間給与との０．２７％の較差を埋めるため、若年層に

重点を置き、平均０．３％の引上げ改定を行うものであります。特に初任給について

は民間との間に差があることを踏まえ、１級の初任給を２千円を引上げるものであり

ます。

また、平成２７年度の給料表改定につきましては、民間給与水準が低い地域で、公

務員給与が民間を上回る状況であり、これを是正するため、平均２％の引下げ改定を

行い、５０歳台後半の職員が多く在職する高位の号俸は、最大４％程度の引下げ改定

を行うものであります。なお、１級の全号俸及び２級の初任給は引下げを行わないも

のとするものであります。

次に、通勤手当の改定についてであります。

交通用具使用者、自家用車等を使って通勤している人でございますが、この通勤手

当について民間の支給状況等を踏まえ、使用距離の区分に応じ、１００円から７千１

００円までの幅で引上げを行うものであります。

次に、勤勉手当の支給割合の改定についてであります。

平成２６年度改定として、一般職が年間支給月数「１．３５カ月」から「０．１５

カ月」引上げて「１．５カ月」とし、再任用職員が「０．６５カ月」から「０．０５

カ月」引上げて「０．７カ月」とするものであり、今年度は１２月支給分を引上げる

ものであります。

また、平成２７年度改定としまして、一般職及び再任用職員とも年間の支給月数に

変更はございませんが、６月と１２月の支給割合を変更するものであります。

次に、地域手当及び単身赴任手当の改定についてであります。

地域手当においては、級地区分を１区分増設し支給割合を引上げるものであり、単

身赴任手当においても手当額を引上げるものであります。この２つの手当は、今後３

年間で段階的に引上げられるものであります。

施行日でありますが、給料表及び通勤手当の改定は平成２６年４月１日からとし、

本年１２月支給の勤勉手当につきましては、算定基準日であります平成２６年１２月

１日とし、来年６月以降の勤勉手当の支給割合の変更、地域手当及び単身赴任手当の

改定につきましては平成２７年４月１日からとしております。

なお、経過措置といたしまして、給与制度の総合的見直しとして実施する平成２７

年４月からの給料の引き下げについては、職員の生活への影響を考慮し、激変を緩和

するため、５年間の現給保障をする経過措置を設けております。

次に「議案第１９号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部を改正する条例の制定について」をご説明申し上げます。

本案は、当組合の専任副管理者の期末手当の支給割合を引上げるため、条例の一部

改正を行うものであります。
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当組合の専任の副管理者の給与は、大仙市の常勤監査委員に合わせることとしてお

りますが、大仙市において人事院勧告に準じ引上げ改定が行われることから、大仙市

に倣い、期末手当の年間支給月数を「３．００カ月」から「０．１０カ月」引上げて、

「３．１０カ月」とするものであります。

また、平成２７年度改定としまして、一般職と同様、年間の支給月数に変更はござ

いませんが、６月と１２月の支給割合を変更するものであります。

施行日につきましては、同じく基準日の平成２６年１２月１日からとしており、来

年６月以降の期末手当の支給割合の変更につきましては、平成２７年４月１日からと

するものであります。

以上議案第１８号と議案第１９号を一括してご説明申し上げましたが、よろしくご

審議のうえ、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

議 長 （橋村誠君）

これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。

これより「議案第１８号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。

これより「議案第１９号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。

日程第７「議案第２０号 平成２６年度大曲仙北広域市町村圏組合一般会計補正予

算（第１号）」

日程第８「議案第２１号 平成２６年度大曲仙北広域介護保険特別会計補正予算（第

２号）」の２件を一括議題と致します。

提案理由の説明を求めます。堂本事務局長。

事務局長 （堂本義則君）

はい、議長。

議 長 （橋村誠君）

はい、局長。

事務局長 （堂本義則君）

議案第２０号と第２１号の平成２６年度１１月補正予算について、ご説明申し上げ

ます。

議案説明資料５ページの総括表をご覧願います。
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今回の補正予算につきましては、一般会計では２款総務費、４款衛生費、５款消防

費が人事異動と人事院勧告による人件費で１千９万３千円の増額、介護保険特別会計

が人件費と平成２７年度の介護保険制度改正に対応するシステム改修の委託料で１千

４２５万４千円の増額であります。合計では２千４３４万７千円の増額となり、補正

後の予算総額を２０７億８千４８０万８千円とするものであります。

はじめに、議案第２０号 平成２６年度大曲仙北広域市町村圏組合一般会計補正予

算（第１号）についてご説明申し上げます。

補正予算書は１ページ、議案説明資料は６ページとなります。

今回の補正は、総務費と衛生費は増額補正、消防費については組替と増額補正を行

うものであり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１千９万３千円を追加し、補

正後の総額をそれぞれ３６億９千７４万９千円とするものであります。

予算の内容につきまして歳入からご説明いたします。補正予算書は６ページをご覧

願います。

７款繰越金は、１千９万３千円の増額であり、歳出の総務費、衛生費、消防費の増

額分の財源として、前年度繰越金の一部を補正するものであります。

次に、歳出についてご説明いたします。補正予算書は７ページからとなります。

２款総務費１項１目一般管理費は１１８万９千円の増額であります。これは、事務

局管理課職員の人事異動と人事院勧告の実施に伴い、給料と職員手当、共済費の人件

費に不足が生じることから、これを増額するものであります。

４款衛生費１項１目斎場費も、一般管理費と同様に、斎場職員の人事院勧告の実施

に伴い、人件費を３９万７千円増額するものであります。

５款消防費１項１目常備消防費は、人事院勧告等による人件費の不足分を不用額が

見込まれる他の人件費から組み替えることと、２目施設整備費の備品購入費において、

車両購入契約差額によって生じた不用額１千４７８万４千円を人件費に組替、なお不

足する８５０万７千円を増額するものであります。

次に、議案第２１号 平成２６年度大曲仙北広域介護保険特別会計補正予算（第２

号）についてご説明申し上げます。

補正予算書は１２ページ、議案説明資料は７ページとなります。

今回の補正は、総務費を増額するものであり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ１千４２５万４千円を追加し、補正後の総額をそれぞれ１７０億９千４０５万９

千円とするものであります。

歳入からご説明いたします。補正予算書は１７ページとなります。

９款繰越金は１千４２５万４千円の増額であり、総務費に計上した増額分の財源と

して、前年度繰越金を充当するものであります。

次に、歳出についてご説明いたします。補正予算書は１８ページとなります。

１款総務費１項１目一般管理費は１千４２５万４千円の増額であります。これは一

般会計と同様に、人事異動と人事院勧告の実施に伴う人件費の不足分２３３万４千円

と、平成２７年４月からの介護保険制度改正に対応するシステム改修の委託料１千１

９２万円、合わせて１千４２５万４千円を増額するものであります。
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以上、議案第２０号及び第２１号の平成２６年度１１月補正予算についてご説明申

し上げましたが、よろしくご審議のうえ、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

議 長 （橋村誠君）

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。

これより「議案第２０号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

これより「議案第２１号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第９「議案第２２号 平成２５年度 決算の認定について」を議題といたしま

す。

提案理由の説明を求めます。元吉副管理者。

副管理者 （元吉峯夫君）

はい、議長。

議 長 （橋村誠君）

はい、副管理者。

副管理者 （元吉峯夫君）

「議案第２２号 平成２５年度 決算の認定について」をご説明申し上げます。

本案につきましては、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき、当組合におけ

る一般会計と介護保険特別会計の平成２５年度歳入歳出決算を議会の認定に付するも

のであります。決算の内容は、お手元にお配りしております「平成２５年度大曲仙北

広域市町村圏組合一般会計・特別会計歳入歳出決算書」のとおりでありますが、去る

９月１７日、当組合監査委員の審査をいただいたものであり、その審査結果につきま

しては、別冊の監査委員から提出されました審査意見書のとおりであります。

それでは、議案説明資料９ページの歳入歳出決算総括表をご覧頂きたいと存じます。

はじめに、一般会計でありますが、歳入は、予算現額３７億７千７８１万円に対し、

収入済額が３６億７千２２３万５千３２０円であり、予算現額との比較では１億５５

７万４千６８０円の減となっております。この減収の要因でありますが、昨年度から

繰越明許をした消防救急デジタル無線設備整備の事業費が確定したことにより、市町

負担金と国庫支出金が減額となったためであります。

一方、歳出は、支出済額が３６億５千７０５万５５３円で、予算に対する執行率は
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９６．８％、不用額は１億２千７５万９千４４７円、歳入歳出差引額は１千５１８万

４千７６７円となっております。

歳出では、人件費が５５．９％を占めているほか、主な事業としては、１０ページ

に記載のとおり、斎場費における火葬炉等設備補修工事費８５７万９千円や南部斎場

の屋根防水等改修工事費６４１万６千円、新火葬場の移転改築事業の実施設計業務委

託、設計監理・工事監理業務委託、造成工事等で２千３３５万円となっております。

また消防費については、補助事業では消防救急デジタル無線整備事業費で９億１千９

９０万５千円、角館消防署の仮眠室増改築事業費３千１０７万７千円、南分署のＣＤ

－Ⅰ型消防ポンプ自動車購入費２千８０３万５千円、角館消防署と南分署の高規格救

急自動車２台の購入費５千６４５万円、大曲消防署と中仙分署の自動体外式除細動器

購入費１４１万２千円となっております。

９ページの総括表にお戻り願いたいと思います。

介護保険特別会計でありますが、歳入は、予算現額１６５億３千７１８万３千円に

対し、収入済額が１６５億９千９１万８千２６８円であり、予算現額との比較で５千

３７３万５千２６８円の増となっているほか、不納欠損額が１千５５１万７千５１５

円、収入未済額が５千８４３万９千９２０円であります。なお、収入未済額は全額介

護保険料であります。

歳出は、支出済額が１６２億４千２７１万７０６円で、執行率９８．２％、不用額

は２億９千４４７万２千２９４円であり、歳入歳出差引額は３億４千８２０万７千５

６２円となっております。

歳出の主な内訳は、介護給付費が全体の約９５％を占めるほか、介護予防を中心と

する地域支援事業や基金積立金等が主なものであります。また、主な事業としては、

補助事業で、介護保険システム改修業務委託、３１４万８千円となっております。

歳入歳出差引額の内訳でありますが、この中には保険給付費や地域支援事業費の確

定に伴い、平成２６年度において国、県、支払基金に対して約９千１００万円ほどの

返還が生じること、また、介護給付費等準備基金に積み立てるべき今後の給付費財源

約２億円などが含まれていることから、実質的な翌年度への繰越額は５千３００万円

ほどとなるものであります。

２４年度と比較しますと、歳入で約６億３千６００万円、４．０％の増、歳出でも

約６億３千２００万円、４．０％の増でありますが、これは、短期入所をはじめ、介

護付き有料老人ホーム、訪問介護等のサービスの伸びによる保険給付費の増に伴い、

歳入歳出ともに増額となったものであります。

次に、各会計を合算した総額でありますが、収入済額が２０２億６千３１５万３千

５８８円、支出済額が１９８億９千９７６万１千２５９円で、収入済額に対する支出

済額の割合は９８．２％、歳入歳出差引額は３億６千３３９万２千３２９円となり、

同額が翌年度に繰越となるものであります。

次に、１１ページをご覧いただきたいと思います。組合の公債費の状況であります

が、２５年度中の元利償還金額は８千３５万４千９８９円であり、決算年度末未償還

元金の額は３億２千３９７万１千８５６円であり、これは全て消防関係の事業債であ
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ります。

１２ページは、財政調整基金の内訳であります。

平成２４年度末現在高は１億５千５６５万９千１２８円で、２５年度中の取崩額が

１億１千５５７万６千７１９円、積立額は１億１千７９９万７１９円となっており、

２５年度末の現在高は１億５千８０７万３千１２８円であります。

１３ページと１４ページは、不用額の内訳であります。

一般会計と特別会計を合わせまして不用額４億１千５２３万１千７４１円のうち、

主なものは、一般会計では消防のデジタル無線設備整備事業費で１億７５３万１千円、

特別会計では保険給付費２億３千５３９万４千５３１円、地域支援事業費４千１６９

万６８円等となっております。

以上で平成２５年度決算の概要説明を終わりますが、介護保険料につきましては、

不納欠損額は前年度と比較し７８万円ほど減少しておりますが、収入未済額は前年度

と比較し４０７万円ほどの増となっております。これからも負担の公平を保つよう、

今後も可能な限り未納解消に努めるとともに、引き続き介護保険制度の周知について

も取り組んでまいりたいと存じます。

以上、平成２５年度大曲仙北広域市町村圏組合一般会計・介護保険特別会計の決算

についてご説明を申し上げましたが、よろしくご審議のうえ、認定を賜りますようお

願いを申し上げます。

議 長 （橋村誠君）

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。

これより「議案第２２号」を採決いたします。

本案は原案のとおり認定することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり認定されました。

以上をもちまして、今期定例会の日程は全て終了いたしました。これにて平成２６

年第２回大曲仙北広域市町村圏組合議会定例会を閉会いたします。

ご苦労様でした。


